
 

 

 

近年の林野火災の多発による被害の拡大から、従来の火災警報に、新たに林野火災警

報・注意報が発令されるようになります。 

 

火災警報とは、 

火災が発生しやすい条件になった際、火災の発生を未然に防ぐため村長（当組合の場

合は国頭地区行政事務組合管理者）が発令することができます。 

昨今の林野火災の多発により、新たに「林野火災警報・注意報」が新設されました。 

 

  

火災予防のため、注意報発令時に以下の制限について努力義務が課せられます。 

さらに危険な状況になり警報が発令された際には以下の制限について義務が課せられ

ます。 

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。 

(2) 煙火を消費しないこと。 

(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。 

(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃性の附近で喫煙しないこ

と。 

(5) 山林、原野等の場所で喫煙をしないこと。 

(6) 残火（たばこの吸殻を含む）、取灰又は火粉を始末すること。 

※煙火とは花火のこと 

発令時には 

防災無線並びに消防本部ＨＰでの周知などを行います。 

ご理解とご協力よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

令和 8 年１月より新設されます。 

林野火災警報・  

発令時の制限事項 

 



 

これまで、「たき火」を行う際に届出が必要か明確ではなかったため、「火災とまぎらわ

しい煙又は火炎を発するおそれのある行為」に「たき火」が含まれ、届出が必要である
ことを明確にしました。 

〇届出様式・・・・・・・・別紙１ 
〇届出先・・・・・・・・・消防署、東分遣所、楚洲駐在所 
〇注意事項・・・・・・・・必ず消火用の水等を準備し、強風時には、中止する等

火災予防に努めてください。なお、キャンプ場等で行う場合は管理人に確認して
ください。 

  たき火に該当すると考えられる行為イメージ（届出が必要） 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
  たき火に該当しないと考えられる行為イメージ（届出は不要） 
 

 

 

 
 

 
 
 
この届出は、火災予防上の危険が存する行為や、誤認による通報等で消防活動に支障を

生じさせないように行っていただくものです。この届出は、消防機関が実施状況を把握
するためのものであり、消防署への届出により、行為そのものを許可・承認するもので
はありませんので、ご注意ください。 

―お問い合わせ先― 
国頭地区行政事務組合 

 0980-41-5700 
 

たき火の届け出について 

https://kunigami.xsrv.jp/wp-content/uploads/2025/12/aa5197b427b83b697c127c16eca40696.pdf


別紙 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




